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一
及
び
二
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
以
降
、
管
理
職
社
員
の
年
収
の
二
十

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
及
び
一
般
職
社
員
の
年
収
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
当
該
削

減
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
平
成
二
十
四
年
二
月
十
三
日
に
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
認
定
し
た
東
京
電
力
の
特
別
事
業
計
画
（
以
下
「
認
定
特
別
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
当
面
の
間
継
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
に
お
い
て
、
東
京
電
力
か
ら
の
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
係

る
認
可
申
請
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
該
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
電
気
料
金
制
度
・
運
用
の
見
直
し
に
係
る
有
識

者
会
議
が
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
、
電
気
料
金
の
原
価
を
構
成
す
る
人
件
費
に
つ

い
て
は
、
「
常
用
労
働
者
千
人
以
上
の
企
業
平
均
値
を
基
本
に
・
・
・
類
似
の
公
益
企
業
の
平
均
値
と
も
比
較
し
つ
つ
、
査

定
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
厳
格
に
審
査
を
行
う
こ
と

と
な
る
。

一



三
に
つ
い
て

東
京
電
力
が
直
近
の
平
成
二
十
年
に
行
っ
た
電
気
料
金
の
改
定
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
が
保
有
す
る
美
術
品
に
つ
い
て

は
、
原
価
に
織
り
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
東
京
電
力
が
保
有
す
る
福
利
厚
生
施
設
に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
費
等
と
し
て
原

価
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
認
定
特
別
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
経
営
合
理
化
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
福
利
厚
生

施
設
を
含
む
不
動
産
等
の
売
却
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
待
遇
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
東
京
電
力
に
お
け
る
役
員
の
報
酬
に
つ
い
て
、
代

表
取
締
役
で
あ
る
会
長
、
社
長
及
び
副
社
長
計
七
名
の
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
報
酬
額
は
一
人
当
た
り
約
四
千
七
百
万

円
で
あ
り
、
東
日
本
大
震
災
（
以
下
「
震
災
」
と
い
う
。
）
の
発
生
後
に
お
い
て
報
酬
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て

お
り
、
ま
た
、
代
表
取
締
役
以
外
の
取
締
役
計
十
名
の
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
報
酬
額
は
一
人
当
た
り
約
三
千
万
円
で

あ
り
、
震
災
の
発
生
後
に
お
い
て
報
酬
額
は
一
人
当
た
り
約
千
五
百
万
円
に
減
額
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
東
京
電

力
に
お
け
る
役
員
の
賞
与
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
以
降
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

東
京
電
力
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
を
し
て
い
な
い
が
、
東
京
電
力
及
び
原
子
力

二



損
害
賠
償
支
援
機
構
は
、
平
成
二
十
四
年
春
を
め
ど
に
法
に
基
づ
き
認
定
特
別
事
業
計
画
の
変
更
の
申
請
を
行
う
こ
と
と
し

て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
、
役
員
の
退
任
や
退
職
慰
労
金
の
放
棄
を
始
め
と
す
る
、
更
な
る
経
営
責
任
の
明
確
化
の
た
め
の
方

策
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

東
京
電
力
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
を
し
て
い
な
い
が
、
認
定
特
別
事
業
計
画
に

お
い
て
は
、
経
営
合
理
化
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
東
京
電
力
の
有
す
る
資
産
等
の
う
ち
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
に
、
約
二
千
四
百
七
十
二
億
円
相
当
を
売
却
す
る
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

東
京
電
力
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
を
し
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
東
京
電
力
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
春
を
め
ど
に

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
認
定
特
別
事
業
計
画
の
変
更
の
申
請
ま
で
に
、
徹
底
し
た
経
営
合
理
化
策
や
金
融
機
関
及
び
株
主

等
の
関
係
者
に
対
す
る
協
力
の
要
請
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
が
排
除
さ
れ
ず
検
討
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

三


